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川越都市計画用途地域の変更（日高市決定） 

 

 

都市計画用途地域を次のように変更する。 

告示  年 月 日 

令和  年 月 日 

 日高市 

種  類 面  積 
建築物の 

容 積 率 

建築物の 

建 蔽 率 

外 壁 の   

後退距離の

限    度 

建 築 物 の 

敷地面積の

最 低 限 度 

建築物の

高 さ の 

限 度 

備  考 

第一種低層住居 

専 用 地 域 

 

小  計 

約   249.1ha 

約    20.9ha  

約     1.3ha 

約   271.3ha 

8/10以下 

10/10以下 

10/10以下 

5/10以下 

5/10以下 

6/10以下 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

10ｍ 

10ｍ 

10ｍ 

約   36.9％ 

約   3.1％ 

約   0.2％ 

約   40.2％ 

第二種低層住居 

専 用 地 域 

小  計 

約    4.0ha 

 

約      4.0ha 

10/10以下 6/10以下 ― ― 10ｍ 約      0.6％ 

 

約      0.6％ 

第一種中高層住居

専 用 地 域 

小  計 

約     35.4ha 

約     52.7ha 

約     88.1ha 

15/10以下 

20/10以下 

6/10以下 

6/10以下 

 ―  約     5.3％ 

約     7.8％ 

約     13.1％ 

第二種中高層住居

専 用 地 域 

小  計 

約      2.2ha 

約     24.9ha 

約     27.1ha 

15/10以下 

20/10以下 

6/10以下 

6/10以下 

 ―  約      0.3％ 

約      3.7％ 

約      4.0％ 

第一種住居地域 

小  計 

約    103.8ha 

約    103.8ha 

20/10以下 6/10以下  ―  約     15.4％ 

約     15.4％ 

第二種住居地域 

小  計 

約      7.5ha 

約      7.5ha 

20/10以下 6/10以下  ―  約      1.1％ 

約      1.1％ 

準 住 居 地 域 

小  計 

約     10.6ha 

約     10.6ha 

20/10以下 6/10以下  ―  約      1.6％ 

約      1.6％ 

近 隣 商 業 地 域 

小  計 

約     12.2ha 

約     12.2ha 

20/10以下 8/10以下  ―  約      1.8％ 

約      1.8％ 

商 業 地 域 

小  計 

約      5.7ha 

約      5.7ha 

40/10以下 (8/10 以下)＊  ―  約      0.8％ 

約      0.8％ 

準 工 業 地 域 

小  計 

約     25.8ha 

約     25.8ha 

20/10以下 6/10以下  ―  約      3.8％ 

約      3.8％ 

工 業 地 域 

小  計 

約     62.5ha 

約     62.5ha 

20/10以下 6/10以下  ―  約      9.3％ 

約      9.3％ 

工 業 専 用 地 域 

小  計 

約     55.8ha 

約     55.8ha 

20/10以下 6/10以下  ―  約      8.3％ 

約      8.3％ 

合      計 約    674.4ha      100.0％  

「種類、位置及び区域は、計画図表示のとおり」 

＊：建築基準法の規定による 

 

理由  旭ケ丘松の台地区については、土地区画整理事業による計画的な市街地整備が行われることになりました。 

ついては、市街化区域への編入にあわせて、新たな工業系土地利用を図るため、用途地域を変更するものです。 



 

31 

理  由  書 
 

本理由書は、都市計画法第 21 条第２項において準用する同法第 17 条第１項の規定に基づき、川

越都市計画用途地域の変更（日高市：旭ケ丘松の台地区）についての理由を示したものです。 

 

Ⅰ．川越都市計画区域における位置等 

川越都市計画区域に含まれる土地の区域は、川越市、日高市及び川島町の行政区域全域です。 

【日高市：旭ケ丘松の台地区】 

本地区は、首都圏中央連絡自動車道圏央鶴ヶ島インターチェンジから西へ約３km、狭山日高イ

ンターチェンジから北へ約５km、ＪＲ川越線の武蔵高萩駅から北へ約 0.7kmに位置しています。 

 

Ⅱ．変更理由 

 旭ケ丘松の台地区については、土地区画整理事業による計画的な市街地整備が行われることに

なりました。 

ついては、市街化区域への編入にあわせて、新たな工業系土地利用を図るため、用途地域を変

更するものです。 

 

Ⅲ．変更の内容 

本地区は、現在、用途地域の指定はありません。工業系市街地の形成を図るため以下の表のと

おり用途地域を指定します。 

①準工業地域（２００／６０） 

 学校及び住居が存する地区については、健全かつ良好な教育環境と調和した住環境を維持・ 

保全するため、新たに準工業地域に指定します。 

②工業地域（２００／６０） 

準工業地域以外の地区については、工業・流通施設を誘導し、工業系土地利用を図るため、 

新たに工業地域に指定します。 

 

新 旧 

種 類 面 積 種 類 面 積 

準工業地域 

（200/60） 

工業地域 

(200/60） 

約10.5ha 

 

約25.5ha 

 

― 

 

 

約36.0ha 

合 計 約36.0ha 合 計 約36.0ha 

（ ）内は 容積率／建蔽率 

 
 



用　　途 地 域

凡 例

建蔽率 容積率
(％)

高さ制限
(％) (ｍ)
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